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新庁舎建設特別委員会の設置に関する決議（案） 

 

１ 特別委員会の設置 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１１０条及び三田市議会委員会条例（昭

和３５年三田市条例第２号）第４条の規定により、８名の委員からなる新庁舎建設

特別委員会を設置する。 

 

２ 調査事項 

長期的視点に立ち、防災、環境、ユニバーサルデザインなどを採り入れた市民の

利便性を追及した市役所新庁舎について調査する。 

 

３ 調査期限 

新庁舎建設特別委員会は、２に掲げる事項の調査が終了するまで閉会中もなお継

続して調査を行うことができる。 

 

  以上、決議する。 

 

  平成２２年１０月２５日 

 

                         兵庫県三田市議会    


